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大都市圏の料金体系のあり方について



大都市圏の料金体系のあり方

＜論点整理＞（第8回部会（H25.4.26）に提示したもの）

４．大都市圏の料金体系の
あり方について

・複数の管理主体に跨る大都市圏ネットワークについて、効率的な活用の観点から、シームレスで公正かつ利用しやすい料金体系を目指すことでよいか。

・環状道路の整備が進む中で、目指すべき料金体系の実現に向けて、ETCの普及状況、全国の高速道路網における料金体系との関係、高速道路会社の経営の観点な
ども踏まえつつ、どのような取組（環状道路への迂回促進、 ETCの標準化など）から進めるべきか。

＜首都圏環状道路の整備見通しについて＞

（5年後）

中央環状線完成

（10年後）

東京外かく環状道路（関越道～東名）完成

既供用路線 既供用路線

東京外かく環状道路（千葉県区間）完成

首都圏中央連絡自動車道（東名～東関道）完成

首都圏中央連絡自動車道完成
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大都市圏の料金体系のあり方について（案）

＜国土幹線道路部会における主な意見＞ ＜環状道路利用促進の例（首都高速 中央環状線迂回利用割引）＞

６号三郷線5号池袋線
埼玉線

・環状道路の整備も進んできている中、21世紀に日本の産業がアジアと対
するためにも、管理主体毎に料金体系を組み立てているものをシームレ
ス化し、全体として無駄のない、エリア統括的な使用しやすい料金体系と
すべき。

・環状道路等の今後の高速道路ネットワ クの整備により 経路の選択肢

＜中央環状線迂回利用割引による交通量の変化＞

4,830
45%

6,020
55%

H23.11
(移行前)

３号渋谷線⇔６号三郷線

（導入前）

3号渋谷線⇔6号三郷線

湾岸線

４号新宿線

本線ETCアンテナ・環状道路等の今後の高速道路ネットワークの整備により、経路の選択肢
が増えることを踏まえ、距離に応じた料金を基本とした上で、環状道路の
利用促進等により円滑な交通流動が確保できる料金体系を目指すべき。
（東日本高速道路（株））

・料金の引き下げにあたっては、更に効果を発現させるため、ロードプライ
シングにより メリハリをつけてもいいのではないか

4,930
48%

5,440
52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H24.10
(移行後)

( )
都環経由

40km
中環経由

43km

+3％（導入後）

【対象経路】（H24時点）

【割引概要】

ETC車を対象にH24年1月に導入

都心を迂回して中央環状線を利用することで100円引き※

３号渋谷線

シングにより、メリハリをつけてもいいのではないか。

・過積載車両による影響は大きいが、一般道路との関係においては、高速
道路が大型車を引き受けることが社会的なニーズ。（阪神高速道路（株））

・事故・自然災害などの異常時を含め、できる限り円滑で環境負荷の少な
い合理的な交通流動を実現すべき。その際、複数の主体が管理している

【対象経路】（H24時点）

3号渋谷線⇔6号三郷線、3号渋谷線⇔湾岸線、4号新宿線⇔6号三郷線、

4号新宿線⇔湾岸線、5号池袋線・埼玉線⇔湾岸線

【適用条件】

中央環状線より外側の出入口を利用し、中央環状線
を利用した方が都心環状線を利用した場合より遠回都心を迂回して中央環状線を利用することで100円引き※

＜大都市圏の料金体系についての方向性（案）＞

※普通車の場合。大型車は200円引き
なか、上手くコントロールすることがポイント。

・ICT技術を活用し、経路や車種による可変的なプライシングを考えていく
ことも一つの方策である。（東日本高速道路（株））

・閑散ルートは少し安くする、混雑時間帯は相対的に高くするなど、ネット
ワークを効率的に使え 料金収入が増えるよう検討が必要

を利用した方が都心環状線を利用した場合より遠回
りとなる場合

［方針］ ［当面の取組］ワ クを効率的に使え、料金収入が増えるよう検討が必要。

・圏央道内側の区域を一体とした対距離制を基本とすべき。（東京都）

・会社間を越えた料金体系の一元化を行い、ネットワークを最大限活かす

＜地方自治体アンケート＞（実施期間H24.12.14～H25.1.11）
・ネットワーク全体の効用の最大化

を図るため、管理主体を超えた

シ ムレスで公正かつ利用しやす

・円滑な交通流動の実現のため、

会社間の連続利用を促進し、

異なる管理主体間において必要

［方針］ ［当面の取組］

料金施策を構築することが必要。（大阪府）

・大都市の外側を通る環状道路の利用を促進し、都心の通過交通を抑制
するなどの政策課題に対応した割引は重要。（神奈川県）

＜海外における料金制度事例＞

シームレスで公正かつ利用しやす

い料金体系を目指すべき。

・環状道路を利用しやすくするなど、

都心に用のない交通が流入しない

異なる管理主体間において必要

な調整等を行う枠組みを構築

・都心通過交通の抑制のため、

環状道路の利用が促進されるよＩＣＴ技術を活用＜海外における料金制度事例＞

（シンガポールにおける高速道路ロードプライシング）

・都心部の渋滞を解消するため、一般道路に加え、高速道路においても
ロードプライシングを実施。無線通信による電子課金を導入しており、混雑
時において一定の走行速度が確保されるように時間帯毎に課金額を設
定

ような工夫をすべき。 うな料金体系を構築

［検討項目］

定。

（フランスの大都市圏（パリ周辺）における高速道路の料金割引・割増）

・既存の高速道路網を最大限有効活用するため、混雑時間帯における割
引と、それ以外の時間帯の一部における割増を同時に行い、収入に影響
を与えない範囲において交通需要調整を実施。

・ＥＴＣの普及状況を踏まえつつ、ＥＴＣ標準化に向けて検討すべき。

・諸外国の事例も参考に、都心部におけるロードプライシングの導入について検討すべき。

・大型車の高速道路利用が促進されるよう料金体系に配慮すべき。
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（参考）シンガポール・ロードプライシング（高速道路課金）

○シンガポールでは、都心部の渋滞を解消するため、一般道でのロードプライシングを1975年から実施。

○混雑緩和効果が見られたことから、1995年より高速道路でもロードプライシングを開始。1998年からは無線通信による電子課金（ＥＲＰ：Electric 

Road Pricing)を導入。

○混雑時間帯の走行速度が一定幅に収まるよう30分毎に区切って課金額を設定。（3か月毎に見直し）

【課金額の決定方式】【課金額の決定方式】
○高速道路については、速度の85%タイル値が45～65kph以内、
○一般道については、同タイル値が20～30kph内となるように設定。

[出典：Electronic Road Pricing:Experience & Lessons from Singapore]

時間帯 料金
時間帯 料金

07:00 - 07:30 $0.00
07:30 - 07:35 $2.00
07:35 - 07:55 $4.00

$

時間帯 料金

07:00 - 07:05 $0.50

07:05 - 08:25 $1.00

08:25 - 08:30 $0.50

【高速道路上のガントリー】

07:55 - 08:00 $3.50
08:00 - 08:30 $3.00
08:30 - 08:35 $3.50
08:35 - 08:55 $4.00
08:55 - 09:00 $2.50 5 00

6.00
（シンガポールドル*）

08:30 - 22:30 $0.00

09:00 - 09:25 $1.00
09:25 - 09:30 $0.50
09:30 - 22:30 $0.00

6.00
（シンガポールドル*） 0.50 

1.00 

0.50 
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2.00 

4.00 
3.50 

3.00 

4.00 

2.50 

1 00
2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00

（時）

ガントリー

（料金徴収箇所）一般道ガント リー

高速道路のガントリー（平日のみ課金）

1.00 
0.50 

0.00

1.00

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00
（時） *シンガポールドル＝約79円

外環状道路

都心業務地区

都心業務地区

課金対象高速道路区間
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高速道路 有 策 益 基づ 金 整施策

（参考）フランスの大都市圏（パリ周辺）における高速道路の料金について

○フランスでは既存の高速道路網を最大限有効活用するため、国の交通政策として、公共の利益(intérêts général)に基づく料金調整施策を

実施している。

○具体的には、割引と割増を同時に行い、収入に影響を与えない（収入一定の原則）料金調整を実施

◆A１（フランス：SANEF社）

（ 金）
A１ 割引・割増の適用される出
口のある区間（延長約42km）*

（平日：月～金）

割増し
割増し

割引き 割引き
割引き
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○ 道路交通の調査 管理の効率化 高度化 構造物の保全対策 新たな高速道路の料金施策等のため 自動車の走行経路を確

（参考）ＩＴＳスポットを活用した走行経路確認に関する社会実験

○ 道路交通の調査・管理の効率化・高度化、構造物の保全対策、新たな高速道路の料金施策等のため、自動車の走行経路を確
認する必要

○ 全国の高速道路上に設置されたITSスポット※を活用した自動車の走行経路を確認するシステムの構築

○ 走行経路データを収集し 環状道路の有効活用や大型車両の運行支援への活用を検討○ 走行経路デ タを収集し、環状道路の有効活用や大型車両の運行支援への活用を検討

■GPSによる大型貨物車の対距離課金（ﾄﾞｲﾂ） ■ITSｽﾎﾟｯﾄを活用した社会実験

※ITSスポット：広範囲の渋滞情報の配信、安全運転支援、ＥＴＣなどのサービスを提供するとともに走行経路情報を収集するための路側の無線装置

○車載器（OBU）に搭載されたGPSや位置感知ｾﾝｻｰ
により自動的に走行距離と課金レートを計算
○個車の走行経路はセンター側で確認できない

○車載器に搭載されたGPSにより位置情報を蓄積し、
ITSｽﾎﾟｯﾄ通過時に位置情報を通信

○GPSを搭載した新型ETCとＩＴＳｽﾎﾟｯﾄを活用し、
連続的な経路の確認が可能

自動料金収受システム概要
経路確認のイメージ

ITSスポットを

車載器(OBU) GPSが位置データを送信

ＧＰＳ衛星 情報提供装置
（ＩＴＳスポット）

プローブ情報

プローブ情報

※概ね全ＩＣ間に
設置済み
（約1,600箇所）

活用し経路を
確認する仕組み
を構築

目的地
コントロールゲート

運送
業者

④OBUが有料区間を②車両データ入力
③

①OBU ⑥OBUが料金算出

プローブ情報
プローブ情報：
走行している自動車から収集
される速度や位置などの情報

,

確認
⑤違反監視

③OBUで位置特定
①OBU
設置

⑧コンピュータセンターから

⑦合計金額を携帯電話
回線（GSM）を介して
コンピュータセンター

プローブ情報

ＩＴＳスポットを活用したプローブ情報の収集

連携

トール
コレクト社

⑧
業者へ請求書送付

コンピュ タセンタ
へ送信

走行経路把握システム

連携

各種既存システム
（ＥＴＣシステム等）5



（参考）首都圏の料金体系［現行定価料金（普通車）］

H26年度 H26年度H25年度

加須

H26年度
以降

H26年度
以降

H25年度
以降

東松山

谷田部

高速自動車国道＜大都市近郊区間＞

H25年度
以降

五霞
圏央道＜一般有料道路＞
34（円/km）×距離（km）×1.05

※1

川口

500円均一

｛150（円）＋29.52（円/km）×距離（km）｝×1.05

圏央道＜一般有料道路＞
40（円/km）×距離（km）×1.05

※1

大泉

中央 松尾横芝
八王子

500-900円
事業中H27年度

600円均

東京

八王子

千葉東J高尾山
八王子Ｊ

事業中

H26年度

相模原愛川

600円均一

H25年度
（相模原ICは

相模原

木更津Ｊ
戸塚

海老名Ｊ
厚木

200円均一

海老名

（相模原ICは
Ｈ26年度）

木更津
戸塚

：料率24.6円/kmより高い

：料率24.6円/km以下

：首都高速道路

：均一料金区間

栄Ｊ高速自動車国道＜普通区間＞
｛150（円）＋24.6（円/km）×距離（km）｝×1.05

寒川北

※1 40kmを超える利用分については、料率を高速国道と同率に逓減

H26年度

横浜湘南道路

H27年度
※2 ※2

高速横浜環状南線

H27年度

：首都高速道路
：検討中区間

注） 破線は整備中区間

6 ※2  供用時期については、検討が必要

（供用予定年度を併記）



（参考）近畿圏の料金体系 ［現行定価料金（普通車）］

H30年度

高速自動車国道＜大都市近郊区間＞

H28年度

450円均一

大津沓掛

高速自動車国道＜大都市近郊区間＞
｛150（円）＋29.52（円/km）×距離（km）｝×1.05

八幡JCT・IC

西宮北

450円均一
H25.5.25
供用予定 H32年度

八幡JCT IC

450円均一

200円均一

400円均一
500円均一

天理

松原

500-900円
400円均一

400円均

H25年度※
郡山南

岸和田和泉

往復800円
500円均一

年度※
※供用時期については、精査中

H26年度

H26年度

御所

御所南

橿原北

橿原高田

岸和田和泉

高速自動車国道＜普通区間＞

御所南

：料率24.6円/kmより高い
：料率24.6円/km以下

：阪神高速道路（阪神圏）

：均一料金区間

：阪神高速道路（京都圏）

五條北

高速自動車国道＜普通区間＞
｛150（円）＋24.6（円/km）×距離（km）｝×1.05

打田

H27年度 H25年度

紀北かつらぎ

：阪神高速道路（阪神圏）
：地方道路公社
：無料区間

注）破線は整備中区間（供用予定年度を併記）

和歌山
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（参考）名古屋圏の料金体系［現行定価料金（普通車）］

高速自動車国道＜普通区間＞

H32年度

｛150（円）＋24.6（円/km）×距離（km）｝×1.05

500円（30km未満）
600円（30k 以上 45k 未満）

350円 東海環状自動車道＜一般有料道路＞
34（円/km）×距離（km）×1.05※2

600円（30km以上～45km未満）
700円（45km以上）

750円H32年度

均 料金区間

東員H27年度 H30年度 H25年度

：料率24.6円/kmより高い
：料率24.6円/km以下

：名古屋高速道路（名古屋線）
：名古屋高速道路（尾北線）
地方道路公社

：均一料金区間

伊勢湾岸道＜一般有料道路＞

※2 40kmを超える利用分については、料率を高速国道と同率に逓減

：地方道路公社
注）破線は整備中区間

132.7（円/km）×距離（km）×1.05※1

※1 飛島～東海（850円/6.1km）から算出

ターミナルチャージがあると仮定した場合
｛150（円）＋108（円/km）×6.1（km）｝×1.05＝850円

（供用予定年度を併記）
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○ 諸外国 は 渋滞緩和等を 的と た ドプ イシ グを実施

（参考）海外におけるロードプライシング

シンガポール イギリス（ロンドン） スウェーデン（ストックホルム）

課金タイプ コードンプライシング エリアプライシング コードンプライシング

○ 諸外国では、渋滞緩和等を目的としたロードプライシングを実施

課金タイプ コ ドンプライシング リアプライシング コ ドンプライシング

導入時期 1975年 2003年2月 2007年8月

課金目的 ・渋滞緩和
・渋滞緩和

バ 交通の改善

・渋滞緩和

・都市住民の生活環境改善課金目的 渋滞緩和
・バス交通の改善

都市住民 活環境改善

（排出ガス削減、住環境改善）

対象車両
・対象エリアに流入する車両

（緊急車両を除く）

・対象エリア内を通行する車両

（緊急車両等を除く）

・対象エリアに流入・流出する車両

（緊急車両等を除く）

対象道路
・中心市街地（7.25km2）の一般道路

＋周辺の高速道路6路線

・セントラルロンドンの一般道路

（Inner Ring Roadの内側：22km2）

※2007年西側エリアへ拡大（17km2）したが

2011年1月に当初のエリア 縮小

・ストックホルム中心部（35km2）の一般道路

2011年1月に当初のエリアへ縮小

課金方法
・車載器搭載による電波通信を活用した課金

[ ERP (El t i R d P i i ) ]

・商店、インターネット等により入域許可証を購入

（事前又は当日）

・デジタルカメラでナンバープレートを確認、それ

・車載器（無料貸与）搭載車は、その場で課金

され、後日領収書が送付

車載器未搭載車は事前に登録し[ ERP (Electric Road Pricing) ]
を入域許可証を取得した車両のデータベースと

照合

・車載器未搭載車は事前に登録し、

ナンバープレートで照合して確認

課金額

・0.5～8.0シンガポールドル/回

時間帯別に料金を設定
・全車種一律10ポンド/日

・10～60クローナ/回

時間帯別に料金を設定課金額 時間帯別に料金を設定

（円換算：約30円～約500円/回）
（円換算：約1,250円/日）

時間帯別に料金を設定

（円換算：約120円～720円/回）

収入使途 ・一般財源
・公共交通機関の改善と運賃引下げ

歩行者 自転車利用者のための環境整備等
・ストックホルム市内及び郊外の道路整備

・歩行者、自転車利用者のための環境整備等

※円換算は2011年8月時点のレートを参考に設定※シンガポールは2011年8月、イギリスは2011年1月、スウェーデンは2007年8月時点の課金額

※コードンプライシング ：課金区域境界線を通過する車両に対して課金する方式

：課金区域内の走行車両に対して課金する方式※エリアプライシング 9


